
   特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 書 （ 全 項 目 評 価 書 ） の 重 要 な 変 更    

   に 係 る 再 実 施 に つ い て  

 

１  概 要  

  社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 に お い て は ， 特 定 個 人 情 報 の 不 正 追 跡 ・

突 合 ・ 財 産 そ の 他 の 被 害 等 へ の 懸 念 に 対 し て ， 個 人 情 報 保 護 委 員

会 に よ る 監 視 ・ 監 督 そ の 他 の 制 度 上 の 保 護 措 置 を 定 め る と と も

に ， 特 定 個 人 情 報 の 提 供 に は 原 則 と し て 情 報 提 供 ネ ッ ト ワ ー ク シ

ス テ ム を 使 用 す る 等 シ ス テ ム 上 の 安 全 措 置 を 講 じ る こ と と さ れ て

い ま す 。  

  こ の よ う な 社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 の 枠 組 み の 下 で の 制 度 上 の 保

護 措 置 の 一 つ に 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 が あ り ， 特 定 個 人 情 報 フ ァ

イ ル の 適 正 な 取 扱 い を 確 保 す る こ と に よ り 特 定 個 人 情 報 の 漏 え い

そ の 他 の 事 態 を 未 然 に 防 ぎ ， 個 人 の プ ラ イ バ シ ー 等 の 権 利 利 益 を

保 護 し て い ま す 。  

【 参 考 】 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 指 針 の 解 説 （ 以 下 「 指 針 の 解

説 」 と し ま す 。 ） １ ペ ー ジ ～ １ ７ ペ ー ジ  

  特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 に は ， し き い 値 判 断 に よ り 基 礎 項 目 評

価 ， 重 点 項 目 評 価 ， 全 項 目 評 価 が あ り ， 原 則 と し て 全 て 公 表 す る

こ と と さ れ て い ま す 。 特 に 全 項 目 評 価 に つ い て は ， 住 民 等 の 意 見

聴 取 （ パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト ） 及 び 第 三 者 点 検 （ 個 人 情 報 保 護 審 議

会 の 点 検 ） を 行 っ た う え で 公 表 し ま す 。  

【 参 考 】 指 針 の 解 説 ７ ６ ペ ー ジ ～ ９ １ ペ ー ジ  

  評 価 実 施 機 関 （ 柏 市 長 ） は ， 保 有 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に

重 要 な 変 更 を 加 え よ う と す る と き は 、 当 該 変 更 を 加 え る 前 に 、 特

定 個 人 情 報 保 護 評 価 を 再 実 施 す る も の と さ れ て い ま す 。  

【 参 考 】 指 針 の 解 説 １ ０ ５ ペ ー ジ ～ １ １ ８ ペ ー ジ  

  柏 市 で は ， 国 の 指 針 に 基 づ き ， 柏 市 が 使 用 し て い る 業 務 シ ス テ

ム に つ い て ， 令 和 ７ 年 度 ま で に ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド を 活 用 し た 標

準 準 拠 シ ス テ ム へ の 移 行 を 目 指 し て お り ま す 。  

  ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド の 活 用 に 当 た り ， デ ー タ の 保 管 場 所 や セ キ

ュ リ テ ィ 対 策 に 変 更 が 生 じ る こ と か ら ， 公 表 し て い る 全 項 目 評 価

書 の 内 容 を 変 更 す る 必 要 が あ り ま す 。  



  こ の こ と は ， 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 指 針 第 ６ 第 ２ 項 第 ２ 号 に 規

定 の あ る 重 要 な 変 更 に 該 当 す る こ と か ら ， 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価

の 再 実 施 を 行 い ま す 。  

 

２  根 拠  

 (1) 特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 （ 平 成 ２ ６ 年 特 定 個 人 情 報 保 護  

  委 員 会 規 則 第 １ 号 ） 第 １ １ 条  

 (2) 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 指 針 第 ６ の ２ （ １ ） ～ （ ３ ）  

 

３  対 象  

 (1) 住 民 基 本 台 帳 に 関 す る 事 務 （ 担 当 部 署 ： 市 民 生 活 部 市 民 課 ）  

 (2) 個 人 住 民 税 の 賦 課 事 務 （ 担 当 部 署 ： 財 政 部 市 民 税 課 ）  

 (3) 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 の 賦 課 事 務 （ 担 当 部 署 ： 財 政 部 資 産  

  税 課 ）  

 (4) 予 防 接 種 の 実 施 ， 給 付 の 支 給 又 は 実 費 の 徴 収 事 務 （ 担 当 部  

  署 ： 健 康 医 療 部 健 康 増 進 課 ）  

 

４  評 価 書 の 構 成 及 び 主 な 変 更 点 に つ い て  

  別 紙 の と お り  

 

５  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト の 実 施 状 況  

 (1) 令 和 ６ 年 ８ 月 ９ 日 か ら 同 年 ９ 月 ９ 日 ま で （ ３ １ 日 間 ）  

 (2) 市 ホ ー ム ペ ー ジ ， 行 政 資 料 室 （ 本 庁 舎 １ 階 ） ， 行 政 資 料 コ ー  

  ナ ー （ 沼 南 庁 舎 １ 階 ） ， 柏 駅 前 行 政 サ ー ビ ス セ ン タ ー ， 富 勢 出  

  張 所 ， 近 隣 セ ン タ ー （ 市 内 ２ ３ か 所 ） 及 び 行 政 課 窓 口 と し て 実  

  施  

 (3) 意 見 は あ り ま せ ん で し た 。  

 

６  今 後 の 予 定  

 (1) 令 和 ６ 年 １ ０ 月 １ ８ 日 （ 金 ）  

   第 ２ 回 目 の 開 催 （ 審 議 ， 答 申 に つ い て 検 討 ）  

 (2) 令 和 ６ 年 １ １ 月 中  

   必 要 に 応 じ て 評 価 書 を 修 正 す る 。  



   個 人 情 報 保 護 委 員 会 に 評 価 書 を 提 出 し ， 公 表 す る 。  

 

７  配 付 資 料  

 (1) 標 準 準 拠 シ ス テ ム ， ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド に 関 す る 説 明 資 料  

  【 資 料 ① 】  

 (2) 住 民 基 本 台 帳 に 関 す る 事 務  全 項 目 評 価 書 （ 市 民 課 ） 【 資 料  

  ② 】  

 (3) 個 人 住 民 税 の 賦 課 事 務  全 項 目 評 価 書 （ 市 民 税 課 ） 【 資 料  

  ③ 】  

 (4) 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 の 賦 課 事 務 （ 資 産 税 課 ） 【 資 料 ④ 】  

 (5) 予 防 接 種 の 実 施 ， 給 付 の 支 給 又 は 実 費 の 徴 収 事 務 （ 健 康 増 進  

  課 ） 【 資 料 ⑤ 】  

 (6) 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 指 針 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日 最 終 改 正 ・  

  個 人 情 報 保 護 委 員 会 ） 【 資 料 ⑥ 】  

 (7) 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 指 針 の 解 説 （ 令 和 ６ 年 ５ 月 ２ ７ 日 最 終  

  改 正 ・ 個 人 情 報 保 護 委 員 会 ） 【 資 料 ⑦ 】  

 (8) 平 成 ２ ６ 年 特 定 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 【 資 料 ⑧ 】  

 (9) 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 書 （ 全 項 目 評 価 書 ） ［ 審 査 の 観 点 及 び  

  審 査 の 観 点 に お け る 主 な 考 慮 事 項 ］ 【 資 料 ⑨ 】  

  



別 紙  

 

１  特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 書 の 構 成  

  評 価 書 は ， 次 の と お り 構 成 さ れ て い ま す 。  

 (1) 基 本 情 報  

   特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 の 対 象 と な る 事 務 の 名 称 及 び 内 容 ， 当

該 事 務 に お い て 使 用 す る シ ス テ ム の 名 称 及 び 機 能 ， 当 該 事 務

に お い て 使 用 す る 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 名 称 及 び 取 り 扱 う

必 要 性 等 に つ い て 記 載 し て い ま す 。  

 (2) 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 概 要  

   特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ る 対 象 人 数 ・ 記 録 さ れ る 項

目 ・ 使 用 者 数 ， 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 取 扱 い の 委 託 の 有 無

等 を 記 載 し て い ま す 。  

 (3) 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 取 扱 い プ ロ セ ス に お け る リ ス ク 対 策  

   特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 取 り 扱 う プ ロ セ ス （ 情 報 の 入 手 ， 使

用 ， 取 扱 い の 委 託 ， 提 供 ・ 移 転 ， 保 管 ・ 消 去 等 ） に お い て 想

定 さ れ る リ ス ク と そ の 対 策 に つ い て 記 載 し て い ま す 。  

 (4) そ の 他 の リ ス ク 対 策  

   （ ３ ） に 記 載 す る リ ス ク 対 策 以 外 の リ ス ク 対 策 （ 監 査 ， 職 員

に 対 す る 教 育 ・ 啓 発 等 ） に つ い て 記 載 し て い ま す 。  

 (5) 開 示 請 求 ， 問 合 せ  

   特 定 個 人 情 報 の 開 示 ・ 停 止 ・ 利 用 停 止 請 求 及 び 特 定 個 人 情 報

フ ァ イ ル の 取 扱 い に 関 す る 問 合 せ に つ い て 記 載 し て い ま す 。  

 (6) 評 価 実 施 手 続  

   市 民 か ら の 意 見 の 聴 取 及 び 第 三 者 点 検 の 方 法 等 に つ い て 記 載

し て い ま す 。  

 (7) 巻 末  変 更 箇 所  

   （ １ ） か ら （ ６ ） ま で の 記 載 に 変 更 が あ っ た 場 合 は ， 変 更 日 ，

変 更 前 ・ 変 更 後 の 記 載 内 容 等 に つ い て 一 覧 で 記 載 し て い ま す 。   

 

２  主 な 変 更 箇 所  

 (1) 基 本 情 報  

   「 ２ ． 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 取 り 扱 う 事 務 に お い て 使 用 す



る シ ス テ ム 」 欄 に ， 次 の 変 更 を 加 え ま し た 。  

  ア  「 口 座 管 理 シ ス テ ム 」 と 「 収 納 管 理 シ ス テ ム 」 を 統 合 し ，

「 統 合 収 納 管 理 シ ス テ ム 」 に 変 更 （ 個 人 住 民 税 の 賦 課 事 務 及

び 固 定 資 産 税 ・ 都 市 計 画 税 の 賦 課 事 務 の 評 価 書 に 限 る 。 ）  

  イ  「 Ｅ Ｕ Ｃ シ ス テ ム 」 を 追 加 （ 予 防 接 種 の 実 施 ， 給 付 の 支 給

又 は 実 費 の 徴 収 事 務 の 評 価 書 を 除 く 。 ま た ， 標 準 準 拠 シ ス テ

ム 移 行 ま で は ， 既 存 の 記 載 も 残 し ま す 。 ）  

  ウ  「 庁 内 デ ー タ 連 携 シ ス テ ム 」 を 追 加 （ 予 防 接 種 の 実 施 ， 給

付 の 支 給 又 は 実 費 の 徴 収 事 務 の 評 価 書 を 除 く 。 ）  

 (2) 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 概 要  

  ア  「 ４ ． 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 取 扱 い の 委 託 」 欄 の 委 託 事

項 に つ い て ， 「 シ ス テ ム の 運 用 ・ 保 守 業 務 ， 法 制 度 改 正 」 と

す る 変 更 を 加 え ま し た 。  

  イ  「 ６ ． 特 定 個 人 情 報 の 保 管 ・ 消 去 」 欄 に ， ＜ ガ バ メ ン ト ク

ラ ウ ド に お け る 措 置 ＞ を 追 記 し ま し た 。  

 (3) 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル の 取 扱 い プ ロ セ ス に お け る リ ス ク 対 策  

   ＜ ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド に お け る 措 置 ＞ を 追 記 し ま し た 。  

 (4) そ の 他 の リ ス ク 対 策  

   ＜ ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド に お け る 措 置 ＞ を 追 記 し ま し た 。  

   ※ ＜ ガ バ メ ン ト ク ラ ウ ド に お け る 措 置 ＞ は ， デ ジ タ ル 庁 が 示

し た 記 載 例 に 沿 っ て 記 載 し て い ま す 。  

 


